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TheDrapier'sLettersを め ぐ っ て

渡 辺 孔 二

1

t

1722年7月12日 イギ リスの鉄商,WilliamWoodに 認 可 された銅貨 鋳

造 のPatentを 近 因 と して,JonathanSwiftがM.B.Drapierと い うペ

ンネーム を用いて書い た,い わゆるTheDrkpier'sLetters(1724年 一5

年)に 関 して はこれまでに多 くの研究,批 評 がな されてい る.修 辞学の立

場 から,政 治諷刺 としての立場 から,或 は,歴 史的 な立場 から,Ricardo

Quintana,HerbertDavis,WilliamB.Ewald,Jr.,JohnM.Bullitt,

EdwardW.Rosenheim,Jr.,OliverW.Fergusonな ど多 くの

学 者が研 究 を行ない,多 くのことが指摘 されてい る.① しかし,こ れ ら

の研 究の成果 の奥底 に,尚 且,TheDrapier'sLettersを め ぐる基本的 な

問題が残 されてい る.そ れはJonathanSwiftが い かな る態度 で アイル

ラン ドの 人 々にWoodの 銅 貨 ボ イコ ッ トを呼 びかけ たかということで あ

る.換 言 すれば,M。B.Drapierの,あ の全 アイル ラン ド人民の代 弁者

と しての 叫び声 は,真 に全 アイル ラン ド人 民 の自由と権利 を主張 した もの

なのか,そ れ ともSw量ftの 属 するAnglo-lrishProtestantsの 自 由

と権利 を主張 した もの なのか とい う,Swiftの 立 場,態 度 に関す る問題で

ある.W.B.EwaldはSwiftの ア イル ラン ドに対 す る態 度をrab・ ・

1utecertainty」 を もって知 るこ とは出来 ない と述べ ている.② 確か に

そうぴった複雑 さがTheDrapier'sLettersの 中 にはあ る.そ れを知 った

上で私 としてはM.B.Drapierの ア イル ラン ド入 民に対 する態度に あ

る 「全 アイル ラン ド人民 の代弁者」 として の態度 とその態 度の中にある矛
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盾 とを浮彫 にすることに より,M.B.Drapierの 「全 ア イル ラン ド人 民

の代弁者」 と しての態度 は全 アイル ラン ド人民の団結 を 訴 え る た め の

Swiftの 戦 術で あ り,M.B.Drapierの 態 度 の奥底 には 「Anglo‐lrish

Protestantsの 代 弁者」 としてのSwiftの 立 場 を思 わせる プ リンシプ

ルがあ り,そ のプ リンシプルはSwiftの 属 する陣 営であ るAnglo-lrish

Protestantsの,彼 ら 自身に 自信 を与 え,イ ギ リス本 国の アイル ラン ド

政 策に抗 議 し得だ プ リンシプルで あ り,Swiftの ア イル ラン ド人 民へ の

態度 は限 られた彼 自身の属 する陣営 のための ものである との私 の見解 を論

じ,併 せて,そ のSwiftの 態 度 が当時 の アイル ラン ドの複雑 な状況 の中

で は非難 し得 ない ものであったことを論 じてみたい.

丑

1722年7月12日,イ ギ リスの鉄 商,WilliamWoodに ア わ レラン ド用

の銅貨鋳造のPatentが 認可 された.そ のPatentと い うのは次の14無 間

に360ト ン の銅 を鋳造 す るこ とを認定 した もので,1ポ ン ド当 りの純銅 か

ら30ペ ンスとる割合 で,銅 貨 の総額 を100,80σ ポ ン ドと定 めた ものだった.

時 の英 国王はGeorgeI世 で あ り,イ ギ リス本 国政府はWalpoleを 中 心

と した政府 であ り,ア イル ラン ド総督 はGraftonで あ った.夂,そ の

Patentを 認 可 するのに助力 した のはGeogeI世 の愛人Schulenburg③ で

あった.と ころが,当 の アイルラン ドには そのPatentが 認 可 されたこ と

は通知 されず,こ のPatentの 写 しが アイルラン ドに届 いた のは,Patent

が 認 可 されて一年以上経 った1723年9月16日 朝 とい う有様 であった.そ の

Patentは ロ ン ドンではすでに認可 されていたのだが,ア イル ラン ド議会

に もダブ リンの税務署に もな んら の相談 もな く通知 さえ もな く,ア イル ラ

ン ドに伝わ っ旗 のは,ア イル ラン ド用 の銅貨鋳 造 のPatentがWoodと

い う人 に認 可 された とい う噂や,そ のWoodと い う人 は5chulenburg

に10,000ポ ン ドの賄賂 を出せ る くらい多額 の利益 を得 ようとしてい るとい
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う噂や そ のPatentが 放棄 されたとい う噂だけで あった.

公 式 の通知 もな く,こ うした噂 の中で,ア イル ラン ドの,そ のPatent

に対 す る抗議 はは じまった.ま ず,最 初の公の立場 からの航 議 は1722年8

月7日 ダブ リンの税務署 監督 官に よって書簡 でな された.そ の書簡は,当

時 のア イル ラン ド総督Graftonの 秘 書EdwardHopkinsに 宛 てて出 さ

れ,彼 らは その中で個人 にア イル ラン ド用 の銅貨鋳造 のPatentが 認 可 さ

れた とい う噂 を聞いて驚 き,そ う したPatentは ア イル ラン ドの商業 や福

祉に とって,特 に税務署 にとって不利 になることを強調 し,現 在,ア イル

ラン ドでは交換用 の半 ペニーや ファー ジングは不足 して いない と述べ,叉 罵

以 前の銅 貨鋳造 の際(RogerMooreの 場 合)起 った弊害 を引 き合い に出

し,WoodにPatentを 認 可 す るに して も,必 ず,受 け取 り手か らの要

求 のあ る場 合には金 貨か銀貨 で交換 するとい う保証 をして くれ るよう要求

し,更 に銅貨鋳造 を個人に認 可す るのでな く,公 の役所が鋳造 を行な うべ

きこ とを要 求 した.更 に1722年9月19日 に は,同 じダブ リンの税務署監督

官達は,今 度 は,直 接,-ー ン ドンの大蔵委員会へ抗議 の書簡 を送 り,

Woodへ のPatentの 問 題が すでにダブ リンで 「agreatnoise」 を か も

し出 してい ることを述べ,繰 り返 し,ア イル ラン ドで交 換用 の半ペニーや

フ ァー ジングが不足 していな いことを強調 している.Woodへ のPatent

に対 す る公 の立場 からの抗議 はこの ように して,ま ず ダブ リンの税務署監

督 官達 に よって開始 されたが,す でに個人の立場からは,W三11iamKing

が まだ そのPatentが 認 可 されない うちにPatentが 認 可 され ることを聞

いて アイル ラン ド総督Graftonに 向 って,書 簡 の形 で,1722年7月10日

そ の計 画に よって アイル ラン ドの金 ・銀が な くなる心配 のあ ることを警告

していた.し か し,こ れら のダブ リンの税務署監督官 の抗 議 の 書 簡 も

WilliamKingり 警 告の書簡 も共に イギ リス本国政府 に無視 され,Wood

は1723年 夏 頃には着 々と銅貨 をア イル ラン ドへ送 る準備 を してい たの だっ

た.こ うした中 で1723年8月 にはJamesMacullaがIreland'SConster一
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nationど い うパ ンフ レッ トを出 し,Woodの 銅 貨が すで に出回 って い る

と警告 した し,そ の他 に も,1723年 ゐ末,或 は1724年 の は じめに2,3の

パ ンフ レットがWoodの 銅 貨 のことで出 されたといわれてい る.④

ア イル ラン ド議会 からの抗 議は1723年9月 になって は じめてあらわれは

じめた.1715年11月 以来停会 されていた議会 は1723年9月9日 再 開 され,

ま ず下院 が全 院委員 会を設けて,Woodの 銅 貨問題 を検討 すること を決

め,税 務署 監督官に1722年 の ク リスマス以来輸入 された半 ペニー銅貨 及び

フ ァー ジングの額,及 び,い つ,誰 から輸入 されたかを報告 す る よ う 命

じ,叉,ア イルラン ド総督Graftonに,2,3日 中 に,例 のPatentの

認 証謄 本か写 し及 びその銅貨に関す るあらゆ る書類 を議会 に提 出する よう

要 求 した.そ してGraftonは お か しな伝 言 を添えて,9月16日 朝,例 の

Patentの 写 しを議会に届 けた のだった.9月23日 に は委員会 は調査 の結

果 をGeorgeI世 へ 請願書 の形で提 出 し,Woodの 銅 貨 への評価 を行な

い,WilliamMapleの 行 な った分析 の結果 を知らせた.叉,上 院 も同時

にWood銅 貨 のことでWoodに 荷 担 した者 を非難 した.11月16日 に

GeorgeI世 か らの回答があ り,12月12日,議 会へ提出 された.そ して12

月26日 に は,下 院 はGeorgeI世 に,い かなる支払 において も例 の半ペ

ニ ーや フ ァー ジングを受 け取 らない よう税務署 の役人 に指 図すること を請

願 した.

こ のように,ア イル ラン ド議会 もWoodの 銅 貨 に対 して,抗 議 を した

の であったが,何 の効果 もな く無視 同然 の有様 だった.こ うした アイル ラ

ン ド議会 の抗議へ の反応 は1724年3月 にな っては じめて あら われた.イ ギ

リス枢密院が3月10日 に アイル ラン ド総督 に対 して,例 のPatentへ の反

対・書類 や証人 をイギ リス本国へ派遣 する指示 をす るよう・要求 した のが最

初 の イギ リス本国 の公 の立場 からの反応で あった とい える.も っと も個人

的 には1723年10月Woodが ア イル ラン ド議会 の請願に対 し てTheFly-

ingPostで 彼 の 「信 用 と名声」が傷つけられた と思 って,烈 しく,ア イル
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ランド議 会 を非難 してい たが,公 の反応 は3月10日 には じめてな されたの

で あった.⑤.

SwiftがWoodの 銅 貨問題 に関係 したのは,こ の イギ リス枢 密院の指

示 がア イル ラン ドに伝 わる少 し前で あ り,ダ ブ リンの税務署の抗議 もア イ

ル ラン ド議会 の抗議 もほ とん ど無視 同然 に されていた頃 で あった.The

Drapierの 「第一書簡」が出たのは1724年3月 である.

とこ ろ で,こ う したア イルラン ド議会 の抗議 が無視 されたことは当時の

ア イル ラ ン ドの置 かれていた立場 を考 えると,不 思議 で もな く,む しろ当

然 のこ と であった.当 時 のア イルラン ドの置 かれてい た立場 を,ア イル ラ

ン ド議会 に限 っていって も,ア イル ラン ド議会 は イギ リス本 国で制定 され

た法案 に ゴム印を押 す程 度の権限 しか持 っていなかった.Henry租 世 の

時代 に承認 されたPoyning'sLaw(1498年)に 基づいて,ア イル ラン ド

議会 は王 の同意 な しに開会 することは出来 なかった し,夂,王 と イギ リス

枢密院 の認可 がなければ,い かなる法律 も承認 す るこ とは出来 なかった.

そ して,実 際 に,イ ギ リス本 国の命令 で動 くアイル ラン ド総督 に よ り開会

され,停 会 された.法 案 に関 して もイギ リス本 国の枢 密院の意 の ままであ

り,削 除 された り,拒 否 された りした し,イ ギ リス本 国で検討 されて帰 っ

て来た法案 は,イ ギ リス本国の都合 の良い ように改変 されてい た の だ っ

た.議 会 に関 してだけで もこの ようで あ り,ア イル ラン ド議会 の,Wood

の銅 貨 への抗 議が無視 されたのは当然だ ったとい える.⑥ この当然 と思

える イギ リス本 国政 府の アイル ラン ドへの態度に,夂,そ の態度 を当然 と

感 じて いたア イル ラン ドの人 々の態度 にTheDrapierは 怒 っ た の で あ

る.勿 論,TheDrapierの 怒 りは,議 会の抗 議が無視 された ことに対 し

てだけではな く,Woodへ のPatentへ の 怒 りを通 して,そ の背景 と し

て ある一連の イギ リス植民地 と して のア イル ラン ド政 策,例 えば,主 要 な

役人や聖職者が イギ リス本 国の人 々に占められていたこ1ヒ,不 在地主制 度

のこと,イ ギ リス本 国の人 々の俸給 や年金 を アイル ラン ドが支 払 っていた
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こと,1663年,1666年,1699年 な どのNavigationActsに ょる アイル ラ

ン ド経済への抑圧政策 な どに も向けられてい るこ と は,TheDrapier'S

Lettersを 読 めば明らかなこ とで ある.

と ころで こう した一連 の イギ リス本 国政府 に よる アイル ラン ド政 策 を背

景 として持 ってい るWoodへ のPatentの 問 題 は,TheZ)rapier'sLet‐

tersの 中 で,ど の ような不満 として述べられてい るか,叉,具 体 的に どの

よ うな理 由でWoodの 銅 貨は反対 されてい るかをかいつ まん で 挙 げ て

お く.

まず一般的 な不満 としては ① ア イルラン ドに造幣局 がなかったこ と ②

Woodの 銅 貨 の問題 で アイルラン ドが イングラン ドに従属 してい るとい う

ことを屈辱 と感 じたこ と ③上述 した ア イル ラン ドの公 の立場 からの 異 議

申 し立てが無視 されたこ と,な どであ る.叉,Woodへ のPatentに 対 す

る具体的 な反対 は ①Woodに 認 可 された銅貨 の総額 が100・800ポ ン ドで

あ り,こ れはア イル ラン ドの総通貨の約%に もな り,銅 貨が過度 に出 され

るこ と ② イギ リス本 国の銅貨 は銅1ポ ン ド当 りから23ペ ンスとる の に対

してWoodの ア イル ラン ド用の銅貨は銅1ポ ン ドから30ペ ンスと り,銅

貨 の実 質的価値 が低 い こと ③鋼貨 が多額 に出回るこ とから生 じるア イ ル

ラン ドの金 ・銀の流出へ の心配 ④銅貨の偽造へ の心配 ⑤ アイル ラン ド用

の銅賀 が イギ リス本国で鋳造 されること ⑥ そ の 銅 貨 の 分 析 検 査 官 参

Woodの 味 方 ら しいとい うこと ⑦要求 あ り次第,法 貨 でWoodの 銅 貨

を回収 する とい う一項がPatentに ない こと ⑧100,800ポ ン ドを越 えない

とい う保証 がない こと ⑨銅貨鋳造 のPatentを 個 人 に認可 する慣例 への

反対 ⑩銅貨鋳造 の相 談を アイル ラン ドが受 けなかったこ と,な どで ある.

皿

通常,TheDrapier'sLettersと 呼 ばれてい る ものは次の ものから成 り

立 ってい る.(便 宜上,執 筆年月 日順 に挙 げてお く.)

㌔
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〔第 一 書 簡 〕ALette-rtotheShop‐Keepers,Trades〃aen・Far〃zers・

andCommon-PeopleofIRELAND,ConcerningtheBrassHalf-Pence

CoinedbyMr.WOODS,withADesigntohavethemPassinthis

Kingdom.(推 定 執 筆 年 月:1724年2月)

〔第 二 書 簡 〕ALettertoMr.HardingthePrinter,UponOcca‐

SionofaPARAGRAPHinhisNews‐PaperofAug.Ist.Relating

彦oMr.Woods'SHalf‐Pence.(1724年8月4日)

〔第 三 書 簡 〕SomeObservationsUponaPaper,Calla,TheREP-

ORToftheCOMMITTEEoftheMostHonourablethePrivy‐Cou‐

ncilinENGLAND,RelatingtoWOOD'sHalf‐pence.(1724年8月25日)

〔第 四 書 簡 〕ALettertotheWholePeopleofIRELAND(1724年

10月13日)

〔第 五 書 簡 〕 、4LettertotheLord("hancellorMiddleton(1724年

10月26日)

OSeasonableAdvice(1724年11月11日)

OAnExtractoutofai/1',Entituled,anexactCollectionげ

theDebatesoftheHouseofCommonsheldatWestminster,October

21.1680Pag150(1724年11月23日)

OThePresentmentoftheGrand‐JuryoftheCountyoftheCity

ofDublin(1724年11月28日)

〔第 木 書 簡 〕 ・4LettertotheRigゐtHonourabletheLordViscount

Molesworth(1724年12月14日)

〔第 七 書 簡 〕AnHumble∠4ddresstobothHousesげParliament

(推 定 執 筆 年 月:1725年6月)

(こ の う ち,第 六 書 簡 と 第 七 書 簡 は1724年 に も1725年 に も 出 版 さ れ ず,17

35年 に は じ め て 出 版 さ れ た もの で あ る.)

と こ ろ で こ れ ら の 書 簡 の 出 さ れ た 事 情 と そ の 内 容 を ま ず 少 し 説 明 して お
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く.第 一書簡 は上述 した ように アイル ラン ド議会 の抗 議 も無 視 され,イ

ギ リス枢 密院 が調査 に乗 り出す少 し前に書 かれた ものであ って,こ れ を書

く気 にSwiftが な った のはO.W.Fergusonも 指 摘 し:(い る ように,

ArchbishopKingやMidletonな ど アイル ラン ド指導者の要請 を受け た

ため とみられ為.⑦ この第一書簡 でtheDrapierはWoodの 銅 貨が 出

回 った場合の弊害 を,そ の銅貨 の実質的価値 の低 さ(良 貨 の1/12と 述 べて

い る)や 大き さ(5個 で1オ ンス)を 巧 みに誘張 するこ とに よって教 えた

後,Woodの 銅 貨 ボイコ ッ ト運動 ③ に起 ち上 るア イル ラン ドの人 々の不

安 をな くすため,そ の銅貨 ボ イコッ ト運 動が合法 であること を,Patent

の 字 句 と法 という立場 から示 し,「refusethisfilthytrash」 と呼び か

けて いる.

JohnHardingの 出 していたDublinNezvs‐Letter8月1日 号 に,7

月25日 付 の ロン ドンからの報告が の り,そ れには7月24日 に イギ リス枢密

院委員会 がCockpitで 開 かれ,Woodの 銅 賃に対 す る反対 を検討 したこ

と,そ の時数人 の商人が取 り調べ られたが彼 らはア イルラ ン ドで銅貨 が非

常に不足 してい ることを証言 した こと,SirAsaacNewtonの 試 金 の結果

Woodが 彼 のPatentに お け る契約 を完全に実行 してい るこ とが証 明 さ

れた こと,Woodが 次 の提 案 をしてい ること,即 ち,① 銅貨 の鋳造総額

を40,000ポ ン ドに縮小 さすこ と ②彼 の銅貨1ポ ン ドを2シ リング1ペ ニ

ーで 引 き渡すこ と ③彼の銅1ポ ン ドを1シ リング8ペ ンスで引 き 渡 す こ

と④ アイ・レラン ドの金銀 をな くしは しないか との心配 をな くすために,銅

貨 と交換 に,ア イルラン ドの製品 を買 うこと ⑤1回 の支払 セ5ペ ンス相

当の半ペ ニー以上は受け取 る義務 をな くすこ と,が 述 べられていた.こ れ

が直接 の動機 となって第 二書簡 は出 された と考えられる.第 二 書簡 はこの

ロン ドンからの報 告 を逐一論駁す ると硫 う形で(Woodの 第2・ 第3の 提

案 への論駁 は第一書簡で行 なった からと断 って省略 されてい る)・rhet‐

oricalquestionを 多 く用い,怒 りを基 調と して書 かれてお り,Woodと
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彼 の銅 貨'〉の攻 撃のみなちず,巧 みにWoodへ の 怒 り・を 利 用 し て,

Walpoleを 中心 と した イギ リス本 国政府 への攻撃 が行なわれている.

そ して・最後 にはWoodの 銅 貨受 け取 り拒 否の宣 伝文 を 「someskil‐

fuljudiciouspen」 が書 くこ とを提案 してい る.

第 三書 簡は第二書簡 を書 く動機 となった 「7月25日 付 の ロン ドンからの

報告 」 の中にあるよ うに,7月24日 に枢 密 院 委 員 会が 開 かれ そ の 時

「Wood氏 の 半 ペニー ファージングに関する枢 密院委員会 の報告」 が出

され そ れをSwiftが8月18日 に 読んだ ことが直接 の動機 と な っ て 書 か

れた.第 三書簡 は 「アイル ラン ドの貴族」 に宛 てて書かれた体裁 を と

り,ま ず枢密院委員会 の報告 に出て来 る4人 の証人 の証言 への不信感 を抱

か整 るため,4人 の悪名高 き素姓 を明ら かに し,次 いでWoodの 素 姓 を

述べ(ど うもWoodの 素 姓に関 してはSwiftが か な り事実 を曲げて表

現 してい ることが考 えられる.⑨Swiftの 常 套手段 であるが.)そ の後

枢 密院委員会 の報告 を論駁 してい る.ア イル ラン ドにおけるWoodの 銅

貨への反対 を証言す る証人 を派 遣せ よとの要請に もかかわらず,ア イル ラ

ン ドの人達が 証言 をしに イギ リス本 国へ全然来 ないめ は 「異常 なこ と」 だ

との見解 への論駁・Woodへ のPatentは,「1ega1で あ り,obligatory

で あ る」 との意見への論駁,ア イィレラン ド用の貨 幣鋳造 の 「慣 例」への反

論・ な どを行 なってい る.そ して,Woodの 銅 貨 を受け取 るか否かは 「ア

イル ラン ドの人 々の 自由意志」 に任 されて いて
,ア イルラン ドの人 々・と

Wood個 人 の問題 なのだから(勿 論
,戦 術/・)ア イルラン ドの人 々よ,

「断 固たる決意」 を もって 起 ち上れ と訴 え か け,M .B.Drapierと

Woodの 立 場 をDavidとGoliah
.にた とえ,、その二入 の背後 に,Swift

とWalpoleの 影 をの ぞかせて いる.. ,「

第 四書簡はJohnHarding.の 出 して いたDublinImpartialNews

Letter10月30日 号 でGraftOnに 代 ってジ 新 し くアイル ラン ド総督 にな

ったCarteretがWoodの 銅 貨のこ とでダ ブ リンに来 ることを知 り
,
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Carteretが ダ ブ リンに到着 する前 日 もしくは当 日(1724年10月22日)に

配布 しようとして書 かれた もの である.第 四書簡 は まず最初Woodの 流

した非難,中 傷に反論 を加 えた後,王 の大権 のこ と,銅 貨 鋳造の慣例の こ

とを述べ,つ いでア イル ラン ド総督Carteretが ダ ブ リンに来 ることか ら

生 じる不安 心配をな くすこ とに努めてい る.そ れか ら,い ままでの訴 えか

け を繰 り返 し,少 し脱線 して アイル ラン ドの置かれてい る植民地的立場 に

言及 し,叉,Woodの 流 す ①Woodの 貨 幣 を受け取 るの を拒否す る人

はすべてPapistsで あ る ② アイル ラン ドの人 々は英 国王の大権の ことを

論 じてい る ③ 反逆 を試み てい る ④英 国王 へのDependenceを 払 いの け

ようと してい る,と いった中傷 を うま く逆 に利 用 して反 論 を加 え,Wood

の 銅 貨 ボ イコッ ト運 動へ のア イル ラン ドの人 々の決 意 を鼓舞 している.

第 四書簡 の作 者を探すために(M.B.DrapierがSwiftで あ るこ と

は公然の秘密で あったのだが)Carteretと ア イルラ ン ド枢密院 は300ポ ン

ドの賞金 を出すProclamation⑩ を1724年10月27日 に 出 した.こ の

Proclamationの こ とを知 って書 いたのが当時,即 ち1724年 に は出版 は さ

れなか ったが第 六書簡で ある.⑪

この第六 書簡 は,例 のProclamationに 署 名 したLordChancellor

Midletonに 宛 て られて書かれた形 をとった ものであ り」(,こ の書簡 だけ

にはJ.S.とSwift本 人 を示 す署 名がな されてい る.こ の書簡 において,

Swiftは 例 のProclamationへ の反論 を試みなが ら,王 の大権 のこと,

銅 貨 を受け取 る義務 のないこと,「1ibertyやproperty」 に 関 してア イル

ラン ド人民 は イギ リス本 国の人民 と対等 であ るこ と,ア イ ル ラ ン ドが

「adependingkingdom」 で ないこ とを巧 みに強調 し,そ の後,M.B.

Drapierの 活 躍 を是認 し,議 会 の請願 も無視 された時 アイルラン ド入 民

にWoodの 銅 貨に よる危機 を知 らせたM.B.Drapierは 勇敢 であ り,

「真の愛国者」 で あるとtheDrapierを 弁 護 してい る.

1724年11月7日JohnHardingは 妻 と共 に第 四書簡 を出板 した廉で逮
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捕 され たが,4日 後,Swiftは 匿 名でSeasonableAdvice.を 起 訴陪審 に

宛 て て出 してい る.11月21日 起 訴陪審がWhitshed裁 判 長 の意 に反 して

陪 審 の 甲告 を しなか ったのでWhitshedは 起 訴陪審 を解職 させた・ それ

に対 してSwiftは す か さずAnExtractを 出 した.そ れは11月23日 で あ

った.新 しい陪審員は,当 日即 ち23日 に集 まったがWhitshedに 従 わず・

JohnHardingの 問題 は11月28日 まで延期 された.11月28日 新 しい陪審

員 はThePresentmentを 出 したがこれはSwiftの 書 いた もの といわれ

てい る.結 局,JohnHardingは 起 訴陪審 の前 に呼 び出 されないで釈放

された.

第 五書 簡は12月14日 に 書かれ,12月31日 に 出版 され た もρであ るが,こ

れは01dWhigで あ るMolesworthに 宛 てて書が れた形 をとった もので

あって これ とい った直接 の動機 があって書いた もの では な く,余 裕 ある態

度 で今 までのWoodの 銅 貨 問題 での闘いの跡 を振 り返 りなが ら・ 「Di-

rectionstothePrinter」 に もあ るように 「M.B.Drapier自 身 に 関す

る説 明 と,特 に第 四書簡 への弁解」 を述べ た ものである.M.B.Drapier

が御 門達いの 「書 き手」の真似 を して,300;t.°ン ドの賞金 まで付 けられて探

し求 め られてい るこ とを嘆 く様子 で,も うWoodの 銅 貨 のこ とで 闘 うの

に疲れ果て た素振 りを見 せなが ら,そ の実,相 当余 裕あ る態度 で,こ れ ま

での闘 いの跡 を,呉 服屋 ら しく 「毛織物」 の比喩 を用い,1720年 のA

Proposalを 「apieceofblackandwhitestuff,第 一 書簡 を 「身分の低

い貧 しい入 達が寒風か ら身 を守 るaplainstrongcoursestuff」,第 二 ・

第 三書簡 を 「貴族 のための第 二・第三 の毛織物」と述べ,第 四書簡 を 「最良

の アイル ラン ドの羊毛で作 った毛織物」 と述べ,こ の第五書簡 を 「shreds

andremnantsofthewoollemployedintheformer」 と述 べて いる.

そ の後 で,例 のProclamationに 述 べ られてい る 「sedition」 の こ とや

「アイルラン ドの人 々を イギ リス本 国の人 々か ら遠 ざけた」 とい う非難に

反論 を加 え,M.B.Drapierは ホhッ グ的なlibertyと い う老 えに基づ
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いて行動 したのであって,も しM.B。Drpierが 逮 捕 され たらMoles-

worthに 罰 金 を払って もらわねばな らない と述べ,最 後に は,叉,「 書 き

手」 と しての務 めに疲 れは じめ たこ とを述 べてい る.

第 七書簡は,執 筆 の日付 はないが,お そ らく1725年6月 頃書 かれた もの

で あって,ア イル ラン ド議会 が開会 される当 日に 出そ うとした ものであ る

が,ア イル ラン ド議会 は8月6日 に も開かれず,9月7日 まで延期 され る

ことに なった.と ころが1725年8月26日 に アイル ラン ド枢密院は 「Wood

が 例 のPatentを 放 棄 した」 とい う公式発表 を出 し,2,3日 後,Swift

は そ のことを知 り,も うtheDrapierは 必 要ない と感 じ,出 版 を取 り

止 めた書簡 であ る.第 七書簡 は 「theVoiceoftheNation」 で あ る議

会 に,Woodの 銅 貨への反対 を行な うこ とを要求 した後,Woodの 銅 貨

ボ イコッ ト運 動で団結 を してい るとSwiftの 信 じた ア イル ラン ドの人 々

の力 を利 用 して,イ ギ リス本 国に頼 らな くとも,ア イル ラン ドの人民 の力

で な し得 ること として ① ア イル ラン ドにapublicmintを 設 けるこ と

② アイル ラン ドの絹夂は毛織物 を着 ること ③ アイル ラン ドの小作農達 を

教育 すること ④農業 を奨励 すること ⑤植 樹す るこ と,を アイル ラシ ド議

会 に提案 してい るもので あって,M.B.Drapierは ア イル ラン ドの人 々

のunionを 信 じてお り,11そ のunionを 利 用 してWoodの 銅 貨 ボ ィコ

ー
ッ ト以外 に更 に現実的 な成果 をあげ得 ることを希望 してい る.

w

TheDrapier'sLettersの 書 かれた事情 と内容は上述 した通 りで あ る

が,こ こでTheDrapier'sLetterを め ぐる最後 の問題 と して残 ってい

る,当 時 のア イル ラン ドの置 か れていた立場 の中でM.B.Drapierの

ア イル ラン ド人民へ の訴 えかけがいかなる複雑 な響 きを もってい るのかと

い うことを考察 してみたい.

まず,M.B.Drapierの 立 場 を 「全 ア イル ラン ド人民 の代弁 者」 とみ
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る と き,彼 の 「全 ア イ ル ラ ン ド人 民 へ の 呼 び か け 」 は 矛 盾 を 含 ん で い る こ

と を 指 摘 し た い.当 時 の ア イル ラ ン ド人 民 の 構 成 は ど う で あ っ た の か,

又 そ れ に 対 し て 彼 は ど の よ う な 見 解 を と っ て い る の か.M♂B.・Drapier

は 次 の タ う に 述 べ て い る.・

AstothePeopleofthisKingdom,theyconsisteitherofIrish

Papists;whoareasinconsiderable,inPointofPower,asthe

WomenandChildren;orofEnglishProtestants,wholovetheir

BrethrenofthatKingdom,althoughtheymaypossiblysometimes

complain,whentheythinktheyarehardlyused.(P.129)当

時 の ア イ ル ラ ン ドに 於 け る カ.rリ ッ ク教 徒 と プ ロ テ ス タ ン トの 人 口 比 率 は

2対1と も5対1と も3対1と もい わ れ て い る ⑫ が,ア イ ル ラ ン ド人 口

をM.B.Drapierが 述 べ て い る よ う に150万 人(P.21)と す る と,カ

ト リ ッ ク 教 徒 は 少 な く と も100万 人 は い た と 考 え ら れ る.M.B.Drapier

の 「全 ア イ ル ラ ン ド人 民 へ の 呼 び か け 」 に お い て カ ト リ ッ ク教 徒 は 如 何 に

取 り扱 わ れ て い る の で あ ろ う か.M.B.Drapierは 第 三 書 簡 ま で は 直 接

的,表 面 的 に は 決 し て カ ト リ ッ ク教 徒 を 「全 ア イ ル ラ ン ド人 民 へ の 呼 び か

け 」 か ら 除 外 し た り区 別 し た りす る態 度 は と っ て い な い.と こ ろ が 第 四 書

簡 に な る ζ ・Wood,の 流 す 非 難(Woodの 銅 貨 を ボ イ コ ッ ト して い る の

はPapistsで あ る と い う非 難)へ 反 論 を 加 え る 必 要 か ら,カ ト リ ッ ク教

徒 に 対 して 次 の よ う に 述 べ て い る 。

InoneoftheirPaperspublishedherebysomeobscurePrinter

(andprobablywithnogoodDesign)wearetold,thatthePa-

gistsinIrelandhaveenteredintoanAssociationagainsthisCoyn,

althoughitbe ,notoriouslyknown,thattheyneveronceoffered

tostirintheMatter;sothat,theTwoHousesofParliament,the

PrivyCouncil,thegreatNumberofCorporations,theLordMay-

orandAldermenofDublin,theGrand-Juries,andPrincipal
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GentlemenofseveralCountiesarestigmatizedinaLumpunder

theNameofPapists.(pp.67-68)

又,第 七 書 簡 で ア イ ル ラ ン ドの 人 々 の 団 結 へ の 希 望 が あ ら わ れ て い る こ と

を 述 べ た と こ ろ で 次 の よ う に 述 べ て い る.

・;eventhePapistsingeneral
,ofanySubstance,orEstates,

andtheirPriestsalmostuniversally,arewhatwecallWhigsin

thesensewhichbythatWordisgenerallyunderstood .Theyfeel

theSmart,andseetheScarsoftheirformerWounds;andvery

wellknow,thattheymustbemadeaSacrificetotheleastAt -

temptstowardsaChange;althoughitcannotbedoubted
,that

theywouldbegladtohavetheirSuperstitionrestored
,underany

Princewhatsoever.(p.161)

こ れ ら の カ ト リ ッ ク教 徒 へ の 言 及 はM.B.Drapierの 「全 ア イル ラ ン ド

人 民 へ の 呼 び か け 」 の も っ て い る 限 界 を 示 し て い る も の で あ り,叉 こ う
.し

た 限 界 は 次 の 有 名 な ア イ ル ラ ン ド人 民 の 自 由 へ の 主 張 を あ ら わ して い る 表

現 に 秘 め ら れ て い る 「自 由 へ の 主 張 の 矛 盾 」 「自 由 の 限 界 」 と 深 い つ な が

りの あ る も の で あ る.

WerenotthePeopleofIrelandbornasFreeasthoseofEngland?

HowhavetheyforfeitedtheirFreedom?IsnottheirParliament

asfairaRepresentativeofthePeopleasthatofEngland?And

hathnottheirPrivyCouncilasgreatoragreaterShareinthe

AdministrationofPublickAffairs?AretheynotSubjectsofthe

sameKing?DoesnotthesameSunshineonthem?Andhave

theynotthesameGodfortheirProtector?AmIaFree-Manin

England,anddoIbecomeaSlaveinsixHoursbycrossingthe

Channel?(p,40)

M.B.Drap童erが 繰 り返 し主 張 す る ア イ ル ラ ン ド人 民 の 自 由 は 決 して 現
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実 的 に は 「全 ア イ ル ラ ン ド人 民 」 の 自 由 へ の 主 張 で は な く,M.B♂Dra-

pierの 主 張 す る 「人 民 の 代 表 」 「人 民 の 声 」 と して の 議 会 に 関 して も,カ

ト リ ッ ク 教 徒 な ど 非 国 教 徒 は1691年 の 化 体 説 を 拒 否 す る 宣 誓 を 要 求 し た 法

案 や1704年 のSacramentalTestActに よ り,議 会 で 議 席 を もつ こ と は

ほ と ん ど 不 可 能 な 状 態 で あ っ た の で あ り,そ の こ と はM.B.Drapier自

身 知 っ て い た こ と で あ る.

TheDissentersarenowtoleratedbyI,aw;neitherdoweab-

serveanyMurmursatpresentfromthatQuarter,exceptthose

reasonableComplaintstheymakeofPersecution,becausetheyare

excludedfromCivilEmployments;buttheirNumberbeingvery

smallineitherHouseofParliament,theyarenotyetinaSitu-

ationtoerectaParty.(p.162)

こ う し た 無 気 力 に な ら ざ る を 得 な い 事 情 を 知 り な が らM.B.Drapier

は,1720年 にAProposalの 中 で 叱 責 し た と 同 じ よ うな 説 教 口 調 で,ア

イ ル ラ ン ドの 人 々 が 無 気 力 で あ る こ と を,例 え ば 仲 問 意 識 が な い,誰 が 味 方

で誰が敵か知ろうとしない(第 一書簡)と か・布告を怖れた り・何をいって

も肩 をすぼめ るだけ である(第 二書簡)と か,長 い間 に苦 しみになれ,自

由 とい う考 えその もの までな くし無気 力にな り貧 困 と10wnessofspirit

に と りまかれていて,あ の エ杯 のおかゆのために家督権 を売 って しまった

Esauの よ うである(第 四書簡)と い った具合 に,叱 責 してい る.

こ うした アわ レラ ン ド人民へ の叱責 は,非 国教徒 の無気 力になら ざるを

得 ない事 情 を無視 してなされてい るもので あって,こ う し たM.B.

Drapierの 発 想 は,カ トリック教徒 な ど非国教徒 の差別への認 識 とアイル

ラン ド人民 が イギ リス本 国の人民 と対 等の 自由があ るとす る主張 との矛盾

をM.B.Drapierが 故 意 に無視 して全 アイル ラン ド人民 の団結 を呼び

かけてい る発想 と同一 の基盤 に立 つ ものであ り,Orreryな ど当時 の人 々

の証言 に あるM.B.Drapierの 呼 びかけに よる 「thepapist・the
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fanatic,theTory,theWhig」 な ど全 ア わ レラン ド人民の団結 は
,M.

B.Drapierの 矛盾 を矛盾 と感 じさせない巧 みな戦 術が功 を奏 した ものと

いえ る.

M.B.Drapierの 立 場 を 「全 ア イル ランド人民 の代弁 者」 とみる とき

生 じるM.B.Drapierの 「全 アイル ラン ド人民へ の呼び かけ」 に内在す

る矛盾 をみたのであるが,次 に,ア イル ラン ド人 民 をイギ リス本 国に対 す

る立場から大別 してM.・B.Drapierの 立 場 を 「Anglo-lrishProtes‐

tantsの 代 弁者」 と考え るとき≦ 「全 ア イル ラン ド人民へ の呼び かけ」 に

あ る矛盾は,矛 盾 と して存在 し得 な くなるこ とを指摘 してみたい.

ア イ々 ラン ド人民 をイギ リス本国 との立場 から大別 すると次 の三 っの派

に区別 し得 る.① アイル ラン ド原住民派 ② イギ リス本 国派 ③ ア イル ラン

ド派.1

① の アイノvラン ド原 住 民 派 は主 に カ トリック教徒 から成 ってお り
,

Swiftが 「HewersofWOODand・DrawersofWater」 ⑬ と述べ てい

る人達で あって,指 導者 も弟子 もない人達 が主 であ り,彼 らは,勿 論,イ

ギ リス本国政府 の政策 に反対 だった し,イ ギ リス本 国を征服 者,略 奪者 と

み な した のだった.② の イギ リス本 国派 は,最 も勢力 のあった グルー プで

あ り, ,ダブ リン政庁 の役人や イギ リス本 国政府 によって任命 された人達 ,

又,イ ギ リス本 国の アイル ラン ド政 策に賛成 した人 達であ って
,ア イル ラン

ド原住民 とは,全 く異な った立場に あ り,イ ギ リス本国 こそ自分達の安全

を計 って く為る母 国であった.こ れらの二 つの グルー プの中間に あるのが

③ の アイル ラン ド派 であ って,当 時に於け るイギ リス本 国政 府の アイル ラ

ン ド政策 に抗議 したのは主 にこの グルー プの人 達である
.こ の グルー プの

燵 こそ・M・B・D・api・ ・のい うrth・t・u・E・gli・hp・ 。pl,。fI,e1。nd」

で あ り,Woodの 銅 貨 ボイコ ッ ト運動に起 ち上 った中心勢力 である.こ の

人達は,ア イル ラン ドは英 国王 に対 して従属 関係 を も
っているが イギ リス

議会には従属 してい ない,ア イル ラン ドにいるイギ ヴス本 国ふらの移住者
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の 子 孫 で あ る 自 分 達 は イ ギ リ ス本 国 の 臣 民 と対 等 の 権 利 を も っ て い る,と

い っ た プ リ ン シ プ ル を も っ て い た の で あ り,Swiftも こ の グ ル ー プ の 一 員

で あ っ た の で あ る.こ の グ ル ー プ の 人 達 は 普 通,Anglo-lrishProtestants

と い わ れ る 人 達 で あ り,Swift自 身 次 の よ う に 述 べ て い る.

・ ・allpersonsborninIrelandarecalledandtreatedasIrish-

men,althoughtheirfathersandgrandfatherswereborninEng-

land;andtheirpredecessorshavingbeenconquerorsofIreland,

itishumblyconceivedtheyoughttobeonasgoodafootasany

subjectsofBritain.

叉,.theDrapierは 次 の よ う に 述 べ て い る.

・ ・Ideclare,nextunderGod,IdependonlyontheKingmy

Sovereign,andontheLawsofmyownCountry;andIamso

farfromdependinguponthePeopleofEngland.(p.79)

Swiftは こ う し た プ リ ン シ プ ル か ら 一 連 の イ ギ リ ス 本 国 の ア イ ル ラ ン ド

政 策 を 攻 撃 し た の で あ っ て,M.B.Drapierの 自信 あ る 態 度 も こ の

Anglo-IrishProtestantsの プ リ ン シ プ ル を 基 盤 と 、し た も の で あ り,

「全 ア イ ル ラ ン ド・人 民 へ の 呼 び か け 」 に あ る 矛 盾 は,決 してM.B.

Drapierの 立 場 の 矛 盾 と して は 存 在 し得 な く な り,矛 盾 は あ く ま で 団 結 へ

の 呼 び か け と い う 戦 術 の 中 で 断 片 的 に あ ら わ れ る も の で あ る に 過 ぎ な い と

い っ た 見 解 が と り得 る.M.B.Drapierの 立 場 が 「Anglo-lrishProtes-

tantsの 代 弁 者 」 だ と 理 解 して は じ め て 次 の よ う な 言 及 は 矛 盾 の な い 当 然

の 言 及 と し て 受 け 止 め る こ と が 出 来 る の で あ る.

・ ・itistheTrueEnglishPeopleofIrelandwhorefuseit,al-

thoughwetakeitforgrantedthattheIrishwilldosotoowhen-

evertheyareasked.(p.85)

こ の よ う にM.B.Drapierの 立 場 を 「Anglo-IrishProtestantsの 代

弁 者 」 と 考 え て は じ め て 矛 盾 の な く な る よ う な, 、き わ ど い 立 場 でSwiftは
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TheDrapier'sLettersを 書 いたのであって,ア イル ラン ドとい う複 雑 な

構成 の上でか ろうじて築 き上げ られた成功 がTheDrapier'sLettersの パ

ンフ レッ トとしての成功 で あって・ その成功 に類 した ものは,Swiftの 生

涯 において,二 度 と彼の手に よっては成 し得 なかった ものである.複 雑 な

構成 を した アイル ラン ド人民 の団結 をWoodの 鋼 賃 ボイ コッ ト運動 のた

め にな し得 たのはア わ レラン ド行政部 の執拗 な抵抗 とアわ レラン ド人 民 の

宗 派,党 派,利 害 関係 を越 えた協力 があっては じめて可能 になったの であ

るが,Woodが 銅 貨鋳造 のPatentを 放 棄す ることを可能 にさせ るの に大

いに貢献 したのは・ 確か にM.B.Drapierで あ ったこと も疑 い得 ない .

だが,そ の全 アイル ラン ド人民 の団結 を呼 びかけたM .B.Drapierの 態

度 は・一人 のAnglo-IrishProtestantと してのSwiftの 立 場の限界 に ,

出 来 るだけ被 を し,ア イル ラン ド人民 内部 の矛盾 を出来 るだけ無視 し て

「全 アわ レラン ド人民 の代弁者」 の立場 をとった ものであ るとの見 方が濃

厚 に出て来 るこ とも見逃 す わけにいかない.全 アイル ラン ド人民 の中で カ

トリック教徒 やア イル ラン ド原住民 の比重 を考え る時 ,又,M.B.Dra-

pierの 活 躍が アイル ラン ド用 の銅貨鋳造 のPatent放 棄 といった現実 の成

功 のみ ならず・ 後 程 ・ イギ リス本 国政府 が対 アイル ラン ド政策 にお いて

Anglo-Irishを 優 遇 し・Anglo-Irishの 口 を封 じ込む戦術に出 る結 果 を

招 いた ことを考 え合 せる時,M.B.Drapierの 成 功 は 「全 アイル ラン ド

人民 の勝利」 とはい えず・非常 に限 られた ものといえ る.し か し叉,そ の

限 られた成功 は・Swiftの 比 喩 を用いれば 「Bedlam」 に等 しい ,複 雑

な,ど う しよう もな いア イル ラン ド,挿 圧 され,無 気力にな り 「fools」

に な っていた アイル ラン ド人民 の中で なされた ものであ り,M ,B.Dra-

pierの 「全 ア イル ラン ド人民 への呼 びかけ」が 「Anglo-lrishProtestant

と しての立場」 から なされた限 られた もの との見解 を私 に抱 かせ は し て

も・私は それに よってM・B・Drapierを 非 難 した くない.そ れ よ りも,ア

イルラ ン ド人 を 「Wretches」 と呼び・ アイル ラン ドに生 まれた ことを嘆
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き,ア イ ルラン ドを憎 んだSwiftが,Anglo-lrishと して の自尊心を捨

て去 る こ とが出来ず,アhル ラン ドへ の 「不信」 と 「絶望」 の谷間で見 出

した一条 の燈火 としてTheDrapier'sLettersの 成 功 を私 はみたい.

1724年4月2日 付 のCharlesFordへ の あの書簡 ⑮ にあるアイル ラン

ド人へ の 「不信感」 から,ア イル ラン ド人 ゐ団結 への明 るい期待 のあらわ

れてい る第七書簡(推 牢執筆年月:1725年6月)を 経て,1731年10月26日

付 のSuffolk伯 爵夫 人への書簡 ⑯ にある アイル ラン ド人 への 「絶望感」

と続 く,Swiftの ア イルラ ンド人へ の態度の移 り変 りはSwiftの 誠 実 さ

を思 わせ る ものであって,こ うした 「不信」 と 「絶 望」 の谷間で書かれた

TheDrapier'SLettersは 「全 アイル ラン ド人民 への呼び かけ」 の中に隠

されたSwift自 身 の立場 を,仮 面 を通 して垣 間見 せて くれる ものであ り,

TheDrapier'sLettersの 威 功 は,束 の間では あって も,ア イル ラン ドの

1

人 々への明 るい希望 をSwiftに 抱 かせたにちがいな い.

「証 」

QRicardoQuintana:Swift(London,1962)pp.129-137,

HerbertDavis:JonathanSwift(NewYork,1964)pp .137-142.

WilliamB,Ewald,Jr,:TheMasksof,TonathanSwift(Oxford,1954)

pp,100-123,

JohnM,Bullitt:JonathanSwift(Cambridge,1961)pp.84-90,

EdwardW,Rosenheim,Jr,:SwiftandtheSatirist'sArt(Univ .ofChi-

cagoPress,1963)pp,169-174,

OliverW,Ferguson:JonathanSwiftandIreland(Urbana,1962)

pp.83-138.

Q2W,B,Ewald,op,cit,,p,101,

●LouisKronenberger:KingsandDesperateMen(NewYork,1942)

PP.49-50参 照 の こ と,

④ ,0。W.Ferguson,砂.Cil.,pp.95-96.〔 註 〕52参 照 の こ と.

⑤Woodに 銅 貨 鋳 造 のPatent・ が 認 可 され て 第 一 書 簡 が 出 る ま で の 経 緯 に 関 し て

はHerbρrtDavis(ed.):跖8Drapier'sL6∫ 彦θ欝(Oxford,1935)

pp.ix-xxiii,及 びO.W.Ferguson,砂.CZI.,pp.・.に 詳 し い.
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⑥ 当時 の アイル ラ ン ドの置 かれ てい た立 場 に 関 して は,0.W .Ferguson,op.

C21.,pp.5-25参 照 の こ と.

⑦0.W.Ferguson,op.C2C,,p。96.

⑧The1》 砂 ∫8〆51ettersに お け る 戦 術 で あ る 「ボ イ コ ット運 動 」 は す で に1720年

AProposalfor彡 舵UseofIrishManufacturesを 書 い た時Swiftが 提 唱 して

い た もの で あ り,Woodの 銅 貨 に 関 して の 「ボ イ コ ット」 とい う戦 術 も
,1722年,

す で に,ArchbishopKingが 指 摘 して い た もの であ る.

⑨Woodの 素 姓 に 関 して はHerbertDavis(ed .):丁 勉Drapier'sLetters

pp.189-190.参 照 の こ と.

⑩ そ のProclamationと い うの は 次 の よ うな もの で あ った .

ByTheLordLieutenantandCouncilofIRELAND
,

APROCLAMATION ●

CARTERET ●F

 WHEREAS a Wicked and Malicious Pamphlet , Intituled, A Letter to 
the whole People of Ireland, by  M.  B. Drapier, Author of the Letter to 
the Shopkeepers,  &c. Printed by John Harding in Molesworth's-Court in 
Fishamble-street, Dublin, in which are contained several Seditious and 

Scandalous Paragraphs highly Reflecting upon His Majesty and His  Min-
isters, tending to Alienate the Affections of His Good Subjects of Eng -
land and Ireland from each other, and to promote Sedition among the 

People, hath been lately Printed and Published in this  Kingdom . 
 WE the Lord Lieutenant and Council do hereby Publish and Declare

, 
That in Order to Discover the Author of the said Seditious Pamphlet

, 
We will give the necessary Orders for the Payment of three Hundred 

Pounds Sterling to such Person or Persons as shall within the Space of 

Six Months from the Date hereof Discover the Author of the said Pam -

phlet, so as he be Apprehended and Convicted  thereof. 

 Given at the Council-Chamber in Dublin this Twenty  • Seventh Day of 

 October,  1724. 

 Midleton  Canc, Shannon, Doneraile,  G . Forbes,  H. Meath, Santry, 
Tyrawly, Ferrard,  W. Conolly, Ralph Gore ,  W. Whitshed,  B. Hale, 

 Gust,  Hume,  Ben, Parry, James Tynte,  R . Tighe,  T.  Clutterbuck, 
           God Save the  King.

⑪ この 第 六 書 簡 の 日付 は1724年10月26日 とな って お り,例 のProclamationの 出
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る 一 日 前 で あ る.こ れ はSwiftが 日付 を 間 違 っ た か,或 はProclamationの 出 る

こ と を 知 っ て い たAichbishopKingが 前 も っ てSwiftに 知 ら せ だ か,ど ち ら か で

あ る と 二考 え ら れ る.

⑫0.W.Ferguson,op.CZC,,p.7注7.参 照 の こ と.

●3ASeriousPoemuponWilliamWood,3‐4.

⑭1726年4月28日 付 のtheEarlofPeterboroughへ の 書 簡 の 中 の 一 節 で あ る 。

HaroldWilliams(ed.);TheCorrespondenceofJonathanSwiftVo1
.皿.

p.132参 照 の ご と.

⑮1724年4月2日 付 のCharlesFordへ の 書 簡 の 中 で 次 の よ う に 述 べ て い る .

・ ・onecanpromisenothingfromsuchWretchesastheIrishPeopl
e.

HaroldWilliams(ed.),砂.C2t .,pp.9-10参 照 の こ と.

⑯1731年10月26日 付 のtheCountessofSuffolkへ の 書 簡 の 中 で 次 の よ うに 述

べ て い る.δ

IfanyState-scribblewrithereshouldhappentoreachLondon
,Ientreat

yourLadyshipwouldcontinuetodomethejusticeofbelievingmyinno-

cence,BecauseIlatelyassuredtheD ,ofDorset,thatIwouldnever

haveahandinanysuchthingandIgavehimmyreasonbeforehis

Secretary;that,lookinguponthisKingdom'sconditionasabsolutelydes-

Aerate,Iwouldnotprescribeadosetothedead.HaroldWilliams(ed .),

op.CZC.,pp.500-501参 照 の こ と.
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